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〓研修・講習会〓 

 

 

 

車積載車に装備されるウインチを操作するためには、労働安全衛生法第５９条、規則第３６

条の規定により「安全に関する特別教育」の受講が義務付けられています。 

本講習は、ウインチを操作する際の基礎的な知識と注意点並びに関係法規の学科教育を行いま

すので、積載車の巻上げウインチを操作する方は、是非参加して下さい。 

学科教育終了時に「巻上げ機（ウインチ）運転者特別教育 学科教育受講証明書」を交付させ

ていただきますので、各事業場にて「巻上げ機の運転」「荷掛け及び合図」の実技教育（４時間）

を実施後、事業場の実技を行った旨の証明をした「実技教育受講証明書」をお持ちいただければ、

労働安全衛生法で定める「巻上げ機（ウインチ）の運転の業務に係る特別教育修了」を証明する

修了証を発行します。 

 

◇受付期間    １２月１１日（金）まで 

◇講習日時    １２月２１日（月）９：３０～１７：００ 

◇講習場所    （一社）山梨県自動車整備振興会 研修センター 

◇受講対象者    事業場にウインチ付車積載車をお持ちで、車積載車のウインチ操作を 

行う方 

◇募集定員     ５０名（定員になり次第締め切らせて頂きます） 

◇受 講 料     ５,２００円（テキスト代含む） 

受講申込み方法 受講申請書（Ｐ２０）に必要事項を記入し教育課窓口までお申込み下さい。 

 

 

 

１．募集種目   

   自動車整備技術コンサルタント（一級自動車整備士） 

自動車整備技術スーパーアドバイザー（二級自動車整備士） 
  

２．受講申込み 

①申込期間 １２月１８日（金）まで 

  ②受講申込み方法 受講申請書（Ｐ２１）に必要事項を記入し教育課窓口までお申込み下さい。 

 

３．受講料  

 

 本教習 
認定資格

教習 

認定 

ツール代

申請 

手数料 

費用 

合計 

コンサルタント 

新技術免除無し 不要 \8,900 \19,644 \3,240 \31,784 

新技術免除有り 不要 \2,200 \19,644 \3,240 \25,084 

スーパー 

アドバイザー 

新技術免除無し \12,000 \8,900 \19,644 \3,240 \43,784 

新技術免除有り \12,000 \2,200 \19,644 \3,240 \37,084 

２．平成２７年度第２回自動車整備技能認定資格教習

１．ウインチ運転者特別講習会 
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※「新技術免除有り」については、平成２７年度直近の整備主任者（技術）研修を受講済みの方

が対象となります。 

 なおご不明な方は教育課までご相談下さい。 

※認定ツールとは、認定証書額縁付、認定バッチ、認定看板額縁付（ＩＤステッカー及び事業場

名ステッカー１枚付）となります。 

（認定看板にはＩＤステッカーが３枚まで貼付できますので、同一事業場で３名までの登録で

あれば認定看板１枚注文でも可能です。） 

 

４．予定講習日程 

①コンサルタント及びスーパーアドバイザー 

  自動車新技術（免除無しの方のみ） 

   １月２５日（月）９：００～１６：００ 

   認定資格教習 

   ２月 ３日（水）１３：００～１６：００ 

②スーパーアドバイザー 

  スーパーアドバイザー本教習 

   １月 ８日（金）９：００～１６：００ 

   １月１３日（水）９：００～１６：００ 

   １月２０日（水）９：００～１６：００ 

   ２月 ３日（水）９：００～１２：００ 

 

５．受講資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①コンサルタント ②スーパーアドバイザー 

 （１）一級自動車整備士 

 （２）山梨県自動車整備振興会会員の事業場

に勤務されている方 

 （３）整備に該当する自動車運転免許証が有

効な方（取り消し、停止中は不可） 

 （４）実務経験が３年以上の方 

（１）二級自動車整備士 

  （二級自動車シャシ整備士を除く。） 

（２）山梨県自動車整備振興会会員の事業場に

勤務されている方 

（３）整備に該当する自動車運転免許証が有効

な方（取り消し、停止中は不可） 

（４）実務経験が３年以上の方 
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【認定資格取得までの流れ】 
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自動車検査員資格を取得するための教習が、下記により実施されますのでお知らせします。 

◇受付期間  １１月２４日（火）～  １２月４日（金） 

◇教習日程  平成２８年１月中旬（４日間）  ９:００～１７:００ 

◇試 問 日  平成２８年２月２日（火） 

◇教習受講資格 

「指定自動車整備事業業務取扱要領」第１０条に定める者（教習開始日の前日にお

いて、整備主任者（二級自動車シャシ整備士の技術検定のみに合格した者を除

く。）として１年以上（一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、

６カ月以上）の実務経験を有する者）であって、次の各号の一に該当する者。 

（１）指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者 

（２）指定自動車整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事している者 

（３）上記（１）及び（２）に勤務を予定している者 

なお、直近の整備主任者研修（平成２７年１０月実施）を受講していること。 

（４）自動車検査員再教習受講通知を受けた者 

◇教習会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 

◇申請書類  ①申請書２枚（申請書は振興会・指導教育部窓口に用意します。） 

振興会ホームページ（http://www.ams.or.jp）の会員ページからもダウンロー

ドできます。 

②写真 ２枚（４cm×３cm）申請書に貼付 

③はがき３枚（申請書の氏名・郵便番号・住所を記入） 

④自動車整備技能者手帳（法令研修の受講を確認します） 

⑤一級又は二級自動車整備士の合格証書 

◇資料代  ２０，０００円 

※資料代は関係法令の改正等により追加・変更する場合があります。 

       ※平成２６年度第１回・２回、平成２７年度第１回の教習を受講された方で、今回

試問のみを受験される方も必ず申請して下さい。 

       ※詳細については、別途お知らせします。 

 

 

 

 

自動車検査員教習試問合格に向けた特別講習会を開催致します。試問合格率アップを目的とし

た勉強会となりますので、自動車検査員教習の申請者は受講することをお勧めします。 

◇受付期間  １１月２４日（火）～  １２月２８日（月） 

◇日  程  平成２８年１月下旬 （３日間）  ９:００～１７:００ 

◇会  場  （一社）山梨県自動車整備振興会 

◇申請書類  自動車検査員特別講習受講申込書１部 

（検査員教習受講申請時に受講料を添えて併せてお申し込み下さい。） 

◇受 講 料  ９,３００円 

 

 

 

３．平成２７年度第２回自動車検査員教習 

３-２．自動車検査員教習特別講習会
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学科(小型) 実習(小型) 学科(大型）

日産 日産 日野

甲府北

甲府東

東八①

東八②

日下部

50 UDトラックス

11 １月２１日 木 50 トヨタ トヨタ いすゞ

10 １月１４日 木 45 ホンダ ホンダ

UDトラックス

二輪

14 ２月１８日 木 その他 20 マツダ マツダ

13 ２月１０日 水 20 二輪二　輪

12 ２月　４日 木 45

スズキ

三菱ふそう

日野
市川

8 １２月１０日 木 甲府南① 50 トヨタ

甲府西

7 １２月　３日 木
韮崎

40 三菱 三菱

トヨタ 三菱ふそう

9 １２月１７日 木
甲府南②

いすゞ
南アルプス北

6 １１月１９日 木
都留

39 ダイハツ ダイハツ UDトラックス

5 １１月１２日 木
南巨摩北

49 トヨタ トヨタ

上野原

スズキ

月日 曜日 該当支部
受講予定

者数

担　　　当

 

 

 

標記研修を次のとおり実施致します。該当事業場には事前に通知致しますので、必ず受講されますよ

うお願い致します。 

 

 研修対象者は、 各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 
 

◇研修会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

◇担当講師  各ディーラー技術担当者 

◇研修内容  学科：新機構・新装置、整備技術 

実習：動力伝達装置の構造・機能及び故障診断/ボデー電装系の構造機能及び 

故障診断  

◇受 講 料  ６，７２０円（テキスト代含む） 

       【使用テキスト】 

           ・平成２７年度版 自動車整備新技術（学科研修用） １，０２０円 

           ・平成２７年度版 自動車整備新技術（実習研修用） １，２５０円 

◇研修日時  受付 ９：００ ～  ９：３０ 

研修 ９：３０ ～ １７：００※日程につきましては、下記の表を参照して下さい。 

 

◇技術研修日程表 

４. 整備主任者(技術)研修 
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申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ 

（http://www.ams.or.jp）の「会員ページ」からもダウンロードできます。 

必要事項を記入の上、受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウインチ運転者特別教育受講申込書 

認証番号 ８－ 事業場名  

ＴＥＬ番号  ＦＡＸ番号  

受講者名 生年月日 
昭和 

平成  年  月  日 

車積載車 

登録番号 
 

備 考  

各種研修・講習申込方法 
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なお、申込みは１２月１８日（金）までにお願いします。

8 ー 支部

２級自動車整備士検定　合格者　

１級自動車整備士養成課程　修了者　

１級自動車整備士技能検定　合格者　

平成　　　年　　　月　　　日　受講済み　

　試験に合格した日から起算して３年以上）

教育課窓口にお申込み下さい。

認 証 番 号 支 部 名

No.

教　育　課

自動車整備技術認定資格取得ご希望の方は、下記にご記入の上、

会 社 名
氏 名 フ リ ガ ナ
T E L 　　　－　　　－ F A X

（１級自動車整備士取得者のみ レ 点して下さい）

□
平成２７年度整備主任者（技術）研修受講状況　

（注）検査員研修を受講されていても、整備主任者研修を受講済みとは

　　　－　　　－

◆自動車整備士技能検定状況 並びに 整備主任者研修受講状況

□ （２級シャシ自動車整備士を除く）

□ （２級自動車整備士取得者のみ レ 点して下さい）

お問い合わせ：教育課　055-262-44２２

空欄にご記入下さい。また該当する□に レ 点をお願いいたします。

□
実務経験３年以上
（但し一種養成課程修了者の実務経験は、当該自動車整備士技能検定

□ 運転免許証を所有し、免許証が取消し、停止でないこと

　　　　　みなされないのでご注意下さい。

□ 整備主任者技術研修認定機関の指導員であり、技術研修の講師をしている。

◆ 勤 務 状 況 、 実 務 経 験 並 び に 運 転 免 許 証 の 有 効 等

□ 山梨県自動車整備振興会の会員事業場に勤務している。

□

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


